
◎次回の『お知らせ たかなべ』の発行日は 

 ３月19日（木）です。 

☆在宅医（在宅医は、午前９時から午後５時までです。） 

裏面もご覧ください 

令和２年３月６日   No.2359 高鍋町役場 

３月８日 内田医院 … 内（乳幼児を除く） ☎23-0041 山口整形外科 … 整・放 ☎22-3157 

３月15日 海老原総合病院 … 内・外 ☎23-1111     

社会増減：転入者数－転出者数  自然増減：出生者数－死亡者数 

Ｒ２.１.１人口 社会増減 自然増減 増減計 R２.２.１人口 

20,182人 12人 ２人 14人 20,196人 

高鍋町の人口増減のすがた（R２.２.１現在人口） 

◆本年度の町税の納付はお済みですか。まだの方はお早めに納付をお願いします。 

●年度末、年度始めの役場休日開庁について 

  

 ▲とき ３月29日（日）、４月４日（土）午前８時25分～午後５時10分 

 ※窓口業務を含む一部の業務のみが対象となりますので、ご注意ください。 

 ※業務内容など詳しくは、行政係（☎26-2001）へ。 

●東日本大震災犠牲者への追悼サイレン吹鳴について 

  東日本大震災から９年が経過しようとしています。震災による犠牲者の方への追悼の意を込め、以下の 

 日程で防災行政無線によるサイレンの吹鳴を行いますので黙とうをお願いします。 

 ▲とき ３月11日（水）午後２時46分 

 ※詳しくは、生活安全係（☎26-2001）へ。 

●全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の試験放送について 

  全国瞬時警報システムの試験放送を行います。防災行政無線を利用して試験放送 

 を行いますが、災害ではありませんのでご注意ください。 

 ▲とき ３月25日（水）午後２時 

 ※詳しくは、生活安全係（☎26-2001）へ。 

●竹鳩橋の全面通行止めについて 

  交通安全施設工事（路面標示の改修）のため、以下の日程で竹鳩橋の全面通行止 

 めを行います。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 ▲と  き ３月12日（木）午前９時～午後３時 

 ▲施工業者 有限会社 大津建設 

 ※詳しくは、生活安全係（☎26-2001）へ。 

●交通指導員の募集について 

  早朝・夜間などにおいて、児童生徒や歩行者の安全確保などを行う交通指導員を募集します。 

 ▲  町内に住所を有する、交通安全の推進に関心のある健康な方 

 ▲業務内容 ・早朝における児童生徒・歩行者などの交通指導（月３回程度、１回１時間程度） 

       ・夜間における児童生徒・歩行者などの交通指導（月１回程度、１回１時間程度） 

       ・交通安全運動期間中における児童生徒・歩行者などの交通指導 

       ・町主催行事などにおける交通整理 など 

 ▲募集人数 １人  ▲報酬 出勤状況に応じた報酬と費用弁償が支給されます。 

 ▲選考方法 履歴書受領後、随時面接試験を行います。 

 ▲応募方法 ※

総務課からのお知らせ 

●第２期高鍋町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に対する意見の募集について 

   

 ▲  ①町内に住所を有する方 ②町内の事業所や学校に通勤、通学されている方 

       ③町内に事業所を有する法人、その他団体 

 ▲提出方法 ３月９日（月）から24日（火）の間に、意見記入用紙に必要事項を記入の上、郵送・メー 

       ル・ＦＡＸのいずれかの方法で総合政策係へ。意見記入用紙は、町ホームページまたは総合 

       政策係で入手できます。 

 ※  

 ※詳しくは、総合政策係（☎26-2018、FAX:23-6303、✉chiikiseisaku@town.takanabe.lg.jp）へ。 

地域政策課からのお知らせ 

●県立産業技術専門校による木造住宅および木造倉庫の販売について 

  

 ▲販売価格 ①木造住宅（延べ面積101.08㎡）：435,020円 

       ②木造倉庫（延べ面積9.72㎡、切妻）：39,205円 など 

 ▲申し込み ４月13日（月）から５月７日（木）までに、申込票に必要事項を記入の上、県立産業技術専 

       門校（西都市）へ。申込票は、県立産業技術専門校（西都市）で入手できます。 

 ※詳しくは、県立産業技術専門校（西都市、☎42-6501）へ。 

●令和２年度労働基準監督官採用試験について 

 ▲受験資格 ①平成２年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた方 

       ②平成11年４月２日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方 

        ・大学を卒業した方または令和３年３月までに大学を卒業する見込みの方 

        ・人事院が上記と同等の資格があると認める方 

 ▲申し込み ３月27日（金）から４月８日（水）までに、厚生労働省ホームページからインターネットで 

       お申し込みください。

 ※詳しくは、宮崎労働局総務部総務課人事係（☎0985‐38‐8820）へ。 

●ポリテクセンター延岡７月入所生（離職者対象）の募集について 

 

 

 

 

 

 
 ▲申し込み ４月３日（金）から５月28日（木）の間に、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）へ。 

 ※詳しくは、ポリテクセンター延岡（☎0982‐37‐0649）へ。 

●令和２年度前期たかなべシニアパソコンネット初心者講座の受講生募集について 

 ▲対  象 町内に住所を有する60歳以上の方でノートパソコンを持参できる方 

 ▲と  き ４月10日～９月25日（毎週金曜日）午前９時30分～11時30分 

 ▲  高鍋町老人福祉館   ▲受講料 １回：500円  

 ▲定  員 ▲申し込み 

 ※  

 １月 今年累計 

発生 ７ ７ 

死亡 ０ ０ 

けが ９ ９ 

なくそう交通事故！ 訓練科 定員 訓練期間 受講料 

テクニカルオペレーション科 15人 

７月２日（木）～12月23日（水） 

無料 

※テキスト代など 

 別途必要です。 

金属加工技術科 10人 

福祉住環境リフォーム科 25人 

電気設備技術科 15人 

ビジネスワーク科 10人 

●新型コロナウイルス感染症について 

  新型コロナウイルス感染症は、ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が１週間前後長引  

 くことが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える人が多いのが特徴です。 

 ▲  ①こまめに石けんやアルコール消毒液で手を洗う（帰宅時、調理前後、食事前など）。 

        ②咳やくしゃみなどの症状がある場合は以下の咳エチケットを行う。 

 ▲  ①マスクを着用し、口と鼻を覆う。 

   ②

   ③とっさのときは、上着の内側や袖で覆う。 

  次の症状がある場合は、以下の連絡先にご相談ください。 

 ▲症状 ①風邪の症状や37.5度以上の発熱が４日以上続いている 

     （解熱剤を飲み続けなければならない場合も含みます） 

     ②強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある 

 ※高齢者や基礎疾患がある方は、上記の状態が２日程度続く場合はご相談ください。 

 ※詳しくは、コンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセンター）（☎23-2323）へ。 

受付時間 相談先 電話番号 

平日（午前８時30分～午後５時15分） 帰国者・接触者相談センター（高鍋保健所） ☎22-1330 

休日および平日の上記以外の時間 帰国者・接触者相談センター（県庁） ☎0985-44-2603 

健康保険課からのお知らせ 

① ② ③ 

咳エチケット 



「お知らせたかなべ」は高鍋町のホームページでもご覧いただけます。◎ＵＲＬ http://www.town.takanabe.lg.jp 

編集・発行／高鍋町役場 地域政策課（☎26‐2018）    

●風しん抗体検査・予防接種クーポンについて 

  公的な予防接種を受ける機会がなく、抗体保有率が低い対象年齢の男性に対し、風しん抗体検査および 

 予防接種の無料クーポン券を送付しています。クーポン券が届いた方は、お近くの医療機関で早めに抗体 

 検査を受け、風しんへの抵抗力がないことが分かった場合は予防接種を受けましょう。 

 ▲  ①昭和37年４月２日から昭和47年４月１日生まれの男性 

       ②昭和47年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性 

 ▲有効期限 ３月31日（火）まで 

 ※②の方に無料クーポンを送付しています。①の方については４月以降に無料クーポンの送付を予定して 

  います。①の方で、早めの検査を希望される方にはコンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセン 

  ター）で無料クーポンの交付を行いますので、コンフォール健康センターへご連絡ください。 

 ※詳しくは、コンフォール健康センター（☎23‐2323）へ。 

●高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の休館日の変更について 

  高鍋町高齢者等多世代交流拠点施設の休館日が以下の通り変更となります。また、４月から利用可能場 

 所や利用方法なども変更になりますのでご注意ください。 

 ▲休館日 毎週日曜日、祝日、年末年始（12月29日～１月３日） 

 ※詳しくは、介護・高齢者福祉係（☎26-2008）へ。 

●子ども水泳教室の参加者募集について 

  水慣れ・クロールの基礎編として、幼児（４歳～６歳）や小学生を対象とした水泳教室を開催します。 

 ◎幼児水泳教室（定員：各25人、各全10回） 

  ①４月３日～６月５日（毎週金曜日）午後５時20分～６時10分 

  ②４月４日～６月６日（毎週土曜日）午後３時50分～４時40分 

 ◎小学生水泳教室（定員：各35人、各全10回） 

  ①４月１日～６月17日（毎週水曜日）午後６時～７時 ※４月29日・５月６日は休みです。 

  ②４月３日～６月５日（毎週金曜日）午後６時30分～７時30分 

  ③４月４日～６月６日（毎週土曜日）午後２時30分～３時30分 

 ▲  コンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセンター）プール   

 ▲  １教室あたり7,000円 ※教室開始の前日までに参加料の納付をお願いします。 

 ▲申し込み ３月19日（木）までに、コンフォール健康センタープール窓口へ。 

 ※

●コンフォール健康センター（高鍋町健康づくりセンター）プールの休業日について 

  水の入れ替えのため、以下の期間は休業します。３月26日（木）からは通常営業します。 

 ▲休業日 ３月23日（月）～25日（水） ※詳しくは、コンフォール健康センター（☎23‐2323）へ。

●新型コロナウイルスに対する自治公民館行事などの対応について 

  新型コロナウイルスに対する自治公民館行事などにつきましては、３月３日現在では集会などの開催に 

 ついての制限を設けてはいませんが、今後の感染の広がりなどをみながら「中止、延期、または規模縮小 

 が可能」なものについてはその方向で、「中止および延期が不可能」なものについては、消毒液やマスク 

 の着用、部屋の換気などの感染症対策を講じたうえで実施していただきますようお願いします。 

 ※特に飲食を伴う行事などについては、ご配慮ください。 

 ※延期ができる行事ではないのか、書面議決への変更はできないかなどご検討ください。 

 ※詳しくは、社会教育課（☎23-3326）へ。 

●高鍋町美術館実技講座生徒作品展の開催について 

 ▲と き ３月７日（土）～22日（日）午前10時～午後５時 ※入館は午後４時30分まで。 

 ▲休館日 毎週月曜日   ▲観覧料 無料 

 ※詳しくは、高鍋町美術館（☎23-8887）へ。 

●令和２年度高鍋町美術館実技講座受講生の募集について 

 ▲対象者 １年を通して受講できる方 

 ▲講座名 ①水彩絵手紙（講師：萩原 和彦 氏） ②超リアル色えんぴつ（講師：後藤 慎太郎 氏） 

 ▲開講日 ①毎月第２水曜日 午前10時～正午 ②毎月第３土曜日 午前10時～正午 

 ▲定 員 各10人 ※申し込み多数の場合は、抽選となります。 

 ▲受講料 無料 ※材料費は自己負担です。  ▲申し込み ３月15日（日）までに、高鍋町美術館へ。 

 ※詳しくは、高鍋町美術館（☎23-8887）へ。 

●スポーツ安全保険の加入者募集について 

  スポーツ安全保険の受付を行っています。子ども会や自治会、運動クラブや文化・ボランティアグルー 

 プなど４人以上のグループから加入できます。熱中症や突然死も補償対象となります。掛金は年額800円 

 からですので、保険に加入して万一のケガや事故に備えましょう。 

 ▲申し込み スポーツ安全協会ホームページ「スポ安ねっと」でお申し込み、または加入依頼書に必要事 

       項を記入し宮崎銀行の窓口へ。加入依頼書は、社会体育係で入手できます。 

 ※既存の加入団体については、３月上旬に代表者住所あてに加入依頼書を郵送します。 

 ※保険内容など詳しくは、スポーツ安全協会ホームページまたは公益財団法人スポーツ安全協会宮崎県支 

  部（☎0985‐55‐3136）へ。 

社会教育課からのお知らせ 

●令和２年度採用一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団会計年度任用職員の募集について 

  一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団は、令和２年度の会計年度任用職員を募集します。 

 ▲応募資格 普通自動車免許（AT限定可）をお持ちの方 

 ▲募集職種 ①水道事業特定事務（収納事務・窓口業務・その他事務補助）：１人 

       ②徴収職員（水道料徴収業務および事務補助）：１人 

 ▲勤務場所 一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団（新富町大字新田15569番地） 

 ▲勤務時間 原則として月曜日から金曜日（週37時間30分） 

 ▲任用期間 ４月１日～令和３年３月31日 ※

 ▲報  酬 月額154,935円以上 ※期末手当、社会保険、雇用保険あり。     

 ▲選考方法 書類審査および面接 ※面接日については、後日お知らせします。 

 ▲応募方法 ３月18日（水）までに、履歴書に必要事項を記入し写真を貼付の上、郵送または持参にて一 

       ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団へ。 

 ※詳しくは、一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団（☎35-1381）へ。 

●春の農作業安全確認運動について 

  近年、農業就業人口が減少する中、農作業死亡事故者数は300人以上で推移しています。農作業による 

 事故を少しでも減少させるため、県では春作業が行われる以下の期間を農作業安全運動実施期間としてい 

 ます。農業機械作業を行う時に事故が特に多いため、農業機械を使用する時は安全対策をしっかり行い作 

 業するようにしましょう。 

 ▲とき ５月31日（日）まで   ※詳しくは、農林畜産係(☎26-2021）へ。 

●県内一斉消毒の日について 

  毎月20日は、県内一斉消毒の日として家畜伝染病予防対策の徹底をお願いしています。消毒の徹底や飼 

 養衛生管理などの確認をお願いします。   ※詳しくは、農林畜産係（☎26-2021）へ。 

農業政策課からのお知らせ 


